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第四章　 z 薬剤と 医療材料の管理

■ 

1 

■ 

薬
剤
の
経
管
投
与
の
注
意
点

　

経
管
投
与
で
重
要
な
点
は
、
錠
剤
や
カ
プ
セ
ル
を
散
剤
に
変
更
す

れ
ば
経
管
投
与
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
だ
。
成
分
に
対
し
賦
形

剤
の
配
合
割
合
が
多
い
の
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
成
分

を
含
有
す
る
錠
剤
で
も
、
添
加
物
の
種
類
と
配
合
量
に
よ
っ
て
は
経

管
投
与
の
可
否
が
異
な
る
こ
と
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
経
管
投
与

が
可
能
か
否
か
は
製
剤
ご
と
に
違
う
。

　

経
鼻
投
与
、
胃
ろ
う
で
は
、
胃
酸
で
不
活
化
す
る
成
分
を
含
有
す

る
製
剤
の
粉
砕
・
脱
カ
プ
セ
ル
は
不
可
で
あ
る
。
徐
放
剤
な
ど
の
特

殊
製
剤
で
も
粉
砕
・
脱
カ
プ
セ
ル
は
不
可
で
あ
る
。

▼
例　

経
管
投
与
す
る
と
詰
ま
り
や
す
い
薬
剤

ア
デ
ホ
ス
顆
粒
、
ア
ロ
ー
ゼ
ン
顆
粒
、
イ
ト
リ
ゾ
ー
ル
カ
プ
セ
ル
、

Ｍ
Ｄ
Ｓ
顆
粒
、
Ｌ
ー

ケ
フ
レ
ッ
ク
ス
顆
粒
、
ガ
ス
ト
ロ
ー
ム
顆
粒
、

グ
ル
タ
イ
ド
細
粒
、
酸
化
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
、
ス
ト
ミ
ラ
ー
ゼ
顆
粒
、

タ
ガ
メ
ッ
ト
細
粒
、
ス
ロ
ー
ビ
ッ
ト
顆
粒
、
ダ
ー
ゼ
ン
顆
粒
、
テ
オ

ド
ー
ル
Ｇ
顆
粒
、
パ
ナ
ル
ジ
ン
細
粒
、
バ
ル
コ
ー
ゼ
、
プ
ル
ゼ
ニ
ド

錠
、
リ
ー
バ
ク
ト
顆
粒
、
ユ
ナ
シ
ン
細
粒
小
児
用

■ 

2 

■ 

薬
局
で
供
給
で
き
る
注
射
薬
・
医
療
材
料

（
１
）
注
射
薬

　

薬
局
で
調
剤
で
き
る
注
射
薬
に
は
制
限
が
あ
る
。
原
則
的
に
在
宅

医
療
に
お
け
る
自
己
注
射
薬
、
自
己
連
続
携
行
式
腹
膜
灌
流
（
Ｃ
Ａ

Ｐ
Ｄ
）
用
灌
流
液
、
在
宅
中
心
静
脈
栄
養
法
用
輸
液
（
高
カ
ロ
リ
ー

輸
液
、
ビ
タ
ミ
ン
剤
、
高
カ
ロ
リ
ー
輸
液
用
微
量
元
素
製
剤
、
血
液

凝
固
阻
止
剤
）
、
抗
悪
性
腫
瘍
剤
、
在
宅
血
液
透
析
患
者
の
人
工
腎

臓
用
透
析
液
お
よ
び
血
液
凝
固
阻
止
剤
、
生
理
食
塩
水
、
塩
酸
モ
ル

ヒ
ネ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
省
令
「
療
担
規
則
及
び
薬
担
規
則
並
び

に
療
担
基
準
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
掲
示
事
項
等
」
の

「
第
十　

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
注
射
薬
等
」
で
定
め
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
塩
酸
モ
ル
ヒ
ネ
は
現
在
の
と
こ
ろ
バ
ル
ー
ン

式
の
み
が
許
可
さ
れ
て
い
る
。
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こ
れ
ら
の
注
射
薬
の
う
ち
、
在
宅
中
心
静
脈
栄
養
法
用
輸
液
ま
た

は
抗
悪
性
腫
瘍
剤
を
、
無
菌
的
に
調
剤
で
き
る
薬
局
は
、
無
菌
製
剤

処
理
を
行
う
た
め
の
設
備
を
備
え
、
あ
ら
か
じ
め
届
出
た
薬
局
の
み

で
あ
り
、
都
内
で
も
数
は
少
な
い
。

　

し
か
し
、
在
宅
中
心
静
脈
栄
養
法
用
輸
液
は
ビ
タ
ミ
ン
剤
、
微
量

元
素
な
ど
を
ひ
と
つ
の
バ
ッ
グ
に
配
合
し
た
も
の
や
、
家
庭
で
簡
単

に
配
合
で
き
る
キ
ッ
ト
製
品
が
開
発
さ
れ
て
お
り
、
現
在
、
薬
局
で

特
に
混
注
を
行
う
必
要
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
家
庭
内
で
の

保
管
の
不
備
を
原
因
と
す
る
ビ
タ
ミ
ン
の
光
分
解
も
な
く
、
薬
剤
の

安
定
性
も
優
れ
て
い
る
。

（
２
）
医
療
材
料

　

前
述
の
注
射
薬
に
対
応
し
て
関
連
す
る
医
療
材
料
が
供
給
で
き
る
。

デ
ィ
ス
ポ
ー
ザ
ブ
ル
注
射
器
以
外
の
腹
膜
透
析
液
交
換
セ
ッ
ト
、
在

宅
中
心
静
脈
栄
養
用
輸
液
セ
ッ
ト
、
万
年
筆
型
イ
ン
ス
リ
ン
注
入
器

用
注
射
針
、
万
年
筆
型
ヒ
ト
成
長
ホ
ル
モ
ン
剤
注
入
器
用
注
射
針
に

つ
い
て
は
、
『
メ
ー
カ
ー
』
と
『
型
番
』
を
指
定
し
て
処
方
す
る
必

要
が
あ
る
。

　

ま
た
、
薬
局
で
は
、
注
射
針
の
み
を
給
付
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

の
で
、
必
ず
注
射
薬
と
と
も
に
処
方
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
３
） 

薬
局
で
供
給
で
き
る
注
射
薬
な
ど
と
医
療
材
料
の
組
み
合
わ

せ
（
平
成
20
年
2
月
現
在
）

① 

自
己
注
射
用

注
射
薬
等

イ
ン
ス
リ
ン
製
剤
、
ヒ
ト
成
長
ホ
ル
モ
ン
剤
、
遺
伝
子
組

換
え
活
性
型
血
液
凝
固
第 

7

因
子
製
剤
、
乾
燥
人
血
液

凝
固
第 

8

因
子
製
剤
、
遺
伝
子
組
換
え
型
血
液
凝
固
第 

8

因
子
製
剤
、
乾
燥
人
血
液
凝
固
第 

9

因
子
製
剤
、
性

腺
刺
激
ホ
ル
モ
ン
放
出
ホ
ル
モ
ン
剤
、
性
腺
刺
激
ホ
ル
モ

ン
製
剤
、
ゴ
ナ
ド
ト
ロ
ピ
ン
放
出
ホ
ル
モ
ン
誘
導
体
、
ソ

マ
ト
ス
タ
チ
ン
ア
ナ
ロ
グ
、
抗
悪
性
腫
瘍
剤
、
グ
ル
カ
ゴ

ン
製
剤
、
ヒ
ト
ソ
マ
ト
メ
ジ
ン
Ｃ
製
剤

医
療
材
料

各
製
剤
注
射
用
デ
ィ
ス
ポ
ー
ザ
ブ
ル
注
射
器

万
年
筆
型
イ
ン
ス
リ
ン
注
入
器
及
び
注
射
針

万
年
筆
型
ヒ
ト
成
長
ホ
ル
モ
ン
剤
注
入
器
及
び
注
射
針

注
射
薬

医
療
材
料

自
己
連
続
携
行
式

腹
膜
灌
流
用
灌
流
液

腹
膜
透
析
液
交
換
セ
ッ
ト

在
宅
中
心
静
脈
栄
養
法
用
輸
液

在
宅
中
心
静
脈
栄
養
用
輸
液
セ
ッ
ト

塩
酸
モ
ル
ヒ
ネ
製
剤

バ
ル
ー
ン
式
デ
ィ
ス
ポ
ー
ザ
ブ
ル

注
入
器

② 

注
射
薬
以
外
に
使
用
す
る
医
療
材
料

第四章　 x 在宅医療廃棄物の廃棄

在
宅
寝
た
き
り
患
者
処
置
用
栄
養
用
デ
ィ
ス
ポ
ー
ザ
ブ
ル
カ

テ
ー
テ
ル

　

原
則
と
し
て
、
在
宅
医
療
廃
棄
物
は
一
般
廃
棄
物
（
家
庭
ゴ
ミ
）

と
な
る
た
め
、
区
市
町
村
が
処
理
責
任
を
負
う
が
、
医
療
廃
棄
物
の

種
類
に
よ
っ
て
、
区
市
町
村
で
の
対
応
が
異
な
る
。

　

一
般
的
な
医
薬
品
に
つ
い
て
は
、
医
薬
品
容
器
包
装
の
素
材
に
し

た
が
っ
て
分
別
廃
棄
す
る
。
そ
の
素
材
は
大
き
く
区
分
す
る
と
プ
ラ

ス
チ
ッ
ク
、
ガ
ラ
ス
、
紙
、
金
属
、
そ
の
他
で
あ
る
。

　

平
成
13
年
4
月
に
「
資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
」

（「
資
源
有
効
利
用
促
進
法
」
）
が
一
部
改
正
さ
れ
、
医
薬
品
も
製
品

の
容
器
包
装
へ
分
別
区
分
の
識
別
表
示
（
「
紙
」
マ
ー
ク
お
よ
び
「
プ

ラ
」
マ
ー
ク
の
表
示
）
を
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
の
で
、
そ

れ
ぞ
れ
の
医
薬
品
に
標
記
さ
れ
た
識
別
表
示
を
参
考
に
し
て
分
別
す

る
。
在
宅
医
療
廃
棄
物
に
つ
い
て
は
以
下
に
示
す
。
家
庭
内
で
の
医

療
廃
棄
物
は
小
児
の
手
の
届
か
な
い
と
こ
ろ
に
、
密
封
性
の
あ
る
容

器
に
入
れ
て
保
管
す
る
。

■ 

1 

■ 

在
宅
医
療
廃
棄
物
の
処
理

（
1
）
注
射
針

　

医
療
機
関
の
産
業
廃
棄
物
に
つ
い
て
は 

、
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
を
発

行
し
、
適
正
に
処
理
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
医
師

が
在
宅
医
療
で
使
用
し
た
注
射
針
な
ど
鋭
利
な
物
に
つ
い
て
も
、

東
京
都
医
師
会
は
医
療
機
関
に
持
ち
帰
り
処
理
す
る
よ
う
周
知
し

て
い
る
。
ま
た
、
東
京
都
薬
剤
師
会
は
、
販
売
し
た
薬
局(

一
部
を

除
く)

に
お
い
て
回
収
す
る
シ
ス
テ
ム
を
確
立
し
て
い
る
。

（
2
） 

Ｃ
Ａ
Ｐ
Ｄ
バ
ッ
グ
な
ど
の
ビ
ニ
ー
ル
バ
ッ
グ
類
、

チ
ュ
ー
ブ
・
カ
テ
ー
テ
ル
な
ど

　

区
市
町
村
に
よ
っ
て
対
応
が
異
な
る
。
感
染
性
の
可
能
性
が
皆

無
で
は
な
い
と
の
理
由
で
受
け
入
れ
て
い
な
い
区
市
町
村
も
あ
る
。

ま
た
、
可
燃
物
と
し
て
廃
棄
す
る
か
不
燃
物
と
し
て
廃
棄
す
る
か

に
つ
い
て
も
区
市
町
村
の
対
応
が
異
な
る
。

　

あ
ら
か
じ
め
内
容
物
を
除
去
し
て
か
ら
廃
棄
物
と
す
る
。
血
液

な
ど
が
付
着
し
て
い
る
場
合
に
は
、
丈
夫
な
ビ
ニ
ー
ル
袋
に
入
れ
、

可
燃
物
と
し
て
処
理
す
る
。

（
3
）
脱
脂
綿
、
ガ
ー
ゼ
な
ど

　

可
燃
性
の
廃
棄
物
は
受
け
入
れ
て
い
る
区
市
町
村
が
多
い
。
丈

夫
な
ビ
ニ
ー
ル
袋
に
入
れ
て
廃
棄
す
る
こ
と
。

2 　
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医
療
廃
棄
物
の
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（
4
）
紙
お
む
つ

　

ほ
と
ん
ど
の
区
市
町
村
で
受
け
入
れ
て
い
る
。
あ
ら
か
じ
め
汚
物

な
ど
は
除
去
し
て
か
ら
廃
棄
物
と
す
る
。

■ 

2 

■ 

麻
薬
の
廃
棄

　

在
宅
で
発
生
し
た
廃
棄
麻
薬
は
、
薬
局
・
医
療
機
関
が
回
収
し
廃

棄
す
る
の
が
適
切
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
麻
薬
が
ご
く
少
量
で

あ
る
と
き
な
ど
は
、
患
者
宅
で
の
廃
棄
も
可
能
で
あ
る
。
一
般
廃
棄

物
と
し
て
排
出
す
る
場
合
は
、
そ
の
可
否
・
方
法
に
つ
い
て
区
市
町

村
へ
の
確
認
が
必
要
で
あ
る
。

　

薬
局
・
医
療
機
関
で
患
者
か
ら
返
却
さ
れ
た
麻
薬
を
廃
棄
す
る
と

き
は
、
管
理
薬
剤
師
（
麻
薬
管
理
者
）
が
他
の
職
員
の
立
会
い
の
下
、

酸
・
ア
ル
カ
リ
に
よ
る
分
解
、
希
釈
、
他
の
薬
剤
と
の
混
合
、
焼
却
、

放
流
な
ど
麻
薬
の
回
収
が
困
難
な
方
法
で
行
い
、
30
日
以
内
に
調
剤

済
麻
薬
廃
棄
届
を
提
出
す
る
。

　

ま
た
、
薬
局
・
医
療
機
関
に
お
い
て
使
用
期
限
を
過
ぎ
た
麻
薬
、

調
剤
ミ
ス
し
た
麻
薬
は
、
事
前
に
保
健
所
な
ど
へ
麻
薬
廃
棄
届
を
提

出
し
、
管
轄
の
行
政
職
員
の
立
会
い
の
下
、
廃
棄
す
る
。

　

具
体
的
な
廃
棄
方
法
と
し
て
は
、
散
剤
、
液
剤
、
ア
ン
プ
ル
は
下

水
へ
放
流
、
素
錠
は
粉
砕
し
て
下
水
へ
放
流
で
き
る
。
た
だ
し
、
徐

放
剤
や
貼
付
剤
、
坐
薬
は
製
剤
ご
と
に
廃
棄
方
法
が
異
な
る
の
で
、

確
認
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

■ 

1 

■ 

暮
ら
し
の
場
に
お
け
る
医
療
行
為
の
課
題

　

入
院
抑
制
策
に
よ
り
老
人
福
祉
施
設
（
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
）

や
介
護
老
人
保
健
施
設
な
ど
、
医
療
機
関
外
で
の
療
養
者
が
重
度
化

し
て
い
る
。
ま
た
高
齢
者
に
限
ら
ず
、
慢
性
疾
病
や
障
害
を
抱
え
る

人
々
が
、
住
み
慣
れ
た
居
住
環
境
で
療
養
し
、
社
会
参
加
や
修
学
が

か
な
う
よ
う
に
す
る
な
ど
、
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
を
支
え
る
医

療
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
近
年
の
医
療
は
病
院
や
診
療
所
と
い
っ
た
施
設
基
準
に

規
定
さ
れ
た
「
医
療
機
関
の
中
」で
提
供
さ
れ
る
こ
と
が
主
体
で
あ
っ

た
た
め
、
医
療
が
高
度
化
、
細
分
化
し
、
多
職
種
が
か
か
わ
る
よ
う

に
な
っ
た
今
日
、
「
医
療
機
関
の
外
」
で
の
医
療
提
供
に
は
、
様
々

な
課
題
が
生
じ
て
い
る
。

　

不
特
定
者
に
業
と
し
て
行
う
医
療
行
為
は
「
医
行
為
」
と
呼
ば
れ
、

医
師
や
医
師
の
指
示
の
下
に
医
療
職
し
か
行
え
ぬ
行
為
と
し
て
、
国

に
よ
り
定
め
ら
れ
て
き
た
（
腋
下
外
耳
道
体
温
測
定
・
自
動
血
圧
測

定
・
パ
ル
ス
オ
キ
シ
メ
ー
タ
装
着
・
軽
微
な
傷
の
ガ
ー
ゼ
交
換
・
軟

3 　

在
宅
に
お
け
る
医
療
行
為
と
課
題 

膏
塗
布
・
湿
布
貼
付
・
点
眼
・
鼻
腔
噴
霧
・
一
包
薬
、
舌
下
錠
の
内

服
・
坐
薬
挿
入
・
爪
の
手
入
れ
・
口
腔
清
掃
・
耳
垢
除
去
・
人
工
肛

門
排
泄
物
の
処
理
・
自
己
導
尿
補
助
・
市
販
薬
浣
腸
な
ど
）
。

　

た
だ
し
家
族
は
不
特
定
者
と
関
わ
る
わ
け
で
は
な
く
患
者
と
一
体

の
も
の
と
見
な
さ
れ
、
自
己
注
射
や
喀
痰
吸
引
な
ど
の
医
療
行
為
を

自
宅
で
行
う
こ
と
は
許
容
さ
れ
て
き
た
。

　

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
介
護
施
設
や
居
宅
、
修
学
の
場
な
ど
で

は
、
十
分
な
医
療
職
配
置
は
か
な
わ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
在
宅
で

の
医
療
行
為
を
医
療
職
や
家
族
し
か
で
き
な
い
も
の
と
し
て
扱
い
続

け
る
こ
と
は
、
た
と
え
ば
神
経
難
病
患
者
の
喀
痰
吸
引
な
ど
、
頻
繁

に
医
療
行
為
を
必
要
と
す
る
場
合
な
ど
は
、
医
療
機
関
か
ら
在
宅
・

施
設
へ
の
退
院
移
行
や
修
学
の
機
会
が
制
約
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
、

家
族
に
多
大
な
負
担
を
帰
す
こ
と
に
な
る
。
療
養
者
側
か
ら
は
、
安

全
の
確
保
に
つ
い
て
十
分
な
研
修
や
教
育
が
実
施
さ
れ
、
緊
急
事
態

に
対
処
で
き
る
体
制
が
整
え
ら
れ
れ
ば
、
「
退
院
後
の
日
常
生
活
の

維
持
に
欠
か
せ
な
い
ケ
ア
」
は
「
生
活
支
援
行
為
」
で
あ
り
、
医
療

従
事
者
で
な
い
家
族
や
家
族
以
外
の
も
の
で
あ
っ
て
も
実
施
で
き
る

も
の
と
し
て
取
り
扱
う
べ
き
だ
と
の
意
見
が
根
強
か
っ
た
。

　

ま
た
、
介
護
施
設
で
も
、
や
む
を
え
ず
明
確
な
基
準
の
な
い
ま
ま
、

介
護
職
な
ど
非
医
療
職
が
医
療
行
為
を
担
っ
て
い
る
状
況
が
常
態
化

し
て
き
た
。

■ 

2 

■ 

厚
生
労
働
省
に
よ
る
医
療
行
為
の
解
釈
の
変
更

　

こ
れ
ま
で
法
律
的
に
は
「
違
法
性
の
阻
却
」
（
目
的
や
手
段
の
正

当
性
、
患
者
利
益
の
尊
重
に
よ
る
法
益
侵
害
の
軽
微
性
、
緊
急
性
な

ど
に
よ
り
違
法
性
を
問
わ
な
い
と
い
う
考
え
方
）
の
観
点
か
ら
取
り

扱
わ
れ
て
き
た
が
、
ひ
と
た
び
事
故
が
生
じ
れ
ば
違
法
行
為
で
あ
る

こ
と
に
変
わ
り
は
な
く
、
在
宅
や
施
設
で
の
医
療
行
為
の
実
施
に
つ

い
て
の
指
針
が
求
め
ら
れ
て
き
た
。

　

厚
生
労
働
省
は
２
０
０
５
年
に
医
政
局
長
通
知
に
よ
り
、
医
行
為

に
関
す
る
現
状
に
即
し
た
解
釈
を
示
し
た
。

■ 

3 

■ 

医
師
・
看
護
師
な
ど
医
療
職
の
責
任
と
今
後
の
対
応

　

在
宅
医
療
に
関
す
る
療
養
担
当
規
則
に
よ
れ
ば
、
医
師
は
、
患
者

ま
た
は
患
者
の
看
護
に
当
た
る
者
に
対
し
て
、
当
該
医
師
が
療
養
上

必
要
な
事
項
に
つ
い
て
適
正
な
注
意
お
よ
び
指
導
を
行
っ
た
上
で
、

当
該
患
者
の
医
学
的
管
理
を
十
分
に
行
い
、
か
つ
、
各
在
宅
療
養
の

方
法
、
注
意
点
、
緊
急
時
の
措
置
に
関
す
る
指
導
な
ど
を
行
い
、
併

せ
て
必
要
か
つ
十
分
な
量
の
衛
生
材
料
ま
た
は
保
健
医
療
材
料
を
支

給
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
い
る
。
退
院
後
の
在
宅
や
施
設
の
療
養

に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
許
可
し
た
医
師
と
引
受
け
た
医
師
は
、
療
養

上
の
包
括
的
責
任
を
負
っ
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
看
護
職

第四章　 c 在宅における 医療行為と 課題
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も
そ
の
職
能
に
お
い
て
同
様
の
立
場
に
あ
る
。
本
来
、
刑
法
、
民

法
上
の
責
任
は
現
行
の
法
令
な
ど
の
遵
守
と
予
見
可
能
な
危
険
へ
の

対
応
が
な
さ
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
、
事
例
毎
の
事
情
に
よ
っ
て
判

断
さ
れ
る
も
の
で
、
医
政
局
長
通
知
は
医
師
、
看
護
師
な
ど
医
療
職

の
包
括
的
責
任
の
免
責
を
担
保
す
る
も
の
で
は
な
い
。
現
段
階
で
は

療
養
者
毎
の
状
態
や
現
場
の
体
制
に
応
じ
て
医
師
、
看
護
師
が
安
全

確
保
で
き
る
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
許
容
さ
れ
る
も
の
で
、
無
制
限

の
解
禁
で
は
な
い
こ
と
の
理
解
を
求
め
つ
つ
、
対
応
す
る
必
要
が
あ

ろ
う
。

　

ま
た
国
は
、
医
師
や
看
護
師
、
事
業
所
の
責
任
に
帰
す
ば
か
り
で

な
く
、
医
療
・
介
護
を
支
え
る
多
職
種
者
の
養
成
課
程
や
現
任
研
修

で
も
十
分
な
公
的
教
育
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

■ 

資
料

① 

厚
生
労
働
省
医
政
局
長
通
知
「
在
宅
に
お
け
る
Ａ
Ｌ
Ｓ
以
外
の

療
養
患
者
・
障
害
者
に
対
す
る
た
ん
の
吸
引
の
取
り
扱
い
に
つ

い
て
」
（
平
成
17
年
3
月
24
日
）

② 

厚
生
労
働
省
医
政
局
長
通
知
「
医
師
法
第
十
七
条
、
歯
科
医
師

法
第
十
七
条
及
び
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
第
三
十
一
条
の
解

釈
に
つ
い
て
（
通
知
）
」
（
平
成
17
年
7
月
26
日
）

③ 

「
か
か
り
つ
け
医
機
能
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク 

２
０
０
７
」（
３
０
９
頁
）

東
京
都
医
師
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

h
ttp

://w
w

w
.to

k
y
o
.m

e
d
.o

r.jp

● 

高
齢
者
虐
待
防
止
法
（
平
成
1 8
年
４
月
施
行
）

　

虐
待
と
し
て
身
体
的
、
心
理
的
、
性
的
、
経
済
的
虐
待
お
よ
び
ネ

グ
レ
ク
ト
が
法
で
定
義
さ
れ
た
。
暴
力
、
暴
言
で
身
体
機
能
傷
害
や

心
理
的
後
遺
症
を
与
え
た
り
、
世
話
を
行
わ
な
ず
放
置
し
た
り
、
性

的
行
為
の
強
要
や
権
限
な
く
年
金
や
財
産
を
処
分
し
た
り
す
る
こ
と

が
法
で
禁
じ
ら
れ
た
。
ま
た
医
療
・
介
護
・
福
祉
職
に
も
通
報
努
力

義
務
が
課
さ
れ
た
。

　

虐
待
は
身
近
な
家
族
に
よ
る
も
の
が
圧
倒
的
に
多
く
、
虐
待
を
受

け
る
高
齢
者
が
家
庭
の
中
に
閉
じ
こ
も
り
、
事
実
を
隠
す
傾
向
が
強

い
た
め
外
か
ら
は
わ
か
り
難
い
。

　

介
護
に
よ
る
ス
ト
レ
ス
、
近
親
者
特
有
の
確
執
、
介
護
者
側
の
病

気
、
経
済
的
理
由
な
ど
が
理
由
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。

4 　

高
齢
者
虐
待
の
予
防 

第四章　 v 高齢者虐待の予防

養護者 高齢者 
高齢者の地域住民な

ど福祉に職務上関係

のある団体や人 

地域住民など 

高齢者虐待の防止、 養護者
の負担軽減のための相談 

高齢者虐待を受ける 発見の努力 

高齢者虐待を 受けたと 思われる 高齢者を 発見 

高齢者の生命または身体に 

重大な危険が生じ ている場合 

届出 
通報 

（ 通報努力義務）  
通報 

（ 通報義務）  

市町村または地域包括支援センタ ーなど 

相談を受け、 指導、 助言 届出の受理 通報の受理 

その他養護負担軽減に必

要な措置 

高齢者が短期間養護を 受

けるための居室を 確保 

（ 市町村）  

高齢者の安全の確認 

届出・ 通報事実の確認 

関係機関と 対応を

協議、 連携協力 

居宅介護支援事

業者その他の介

護事業者・ 施設、

主治医、 保健所、

その他関係機関、

民間団体など 

市町村（ 長）  

やむを得ない事由により 介護

保険法に規定する介護サービ

スを利用するこ と が著し く 困

難であると 認めると き 

認知症などにより 高齢者の

判断能力が不十分で、 高齢

者の福祉を 図るため特に必

要があると 認めると き 

養護者によ る 高齢者虐待によ

り 高齢者の生命ま たは身体に

重大な危険が生じ ている おそ

れがあると 認めると き 

措置によるサービス提供 

入所（ 委託） の措置の場
合居室の確保 

後見開始の審判など
の申立 

立入調査 拒否、 妨害など 

援助要請 刑事手続　 罰金
3 0 万円以下 

施設 家庭裁判所 警察署 

市町村長または施設長は、

高齢者虐待の防止および高

齢者の保護の観点から 、 虐

待を 行っ た養護者と の面会

を 制限でき る 

後見開始などの審判 

成年後見人などの選任 

成年後見人など 

警察官職務執行法その他

の法令の定める と こ ろ に

よる措置 

後見開始の場合、 成年後見人が高齢者の生活、

療養看護および財産の管理に関する事務を 行う  

「 養護者による高齢者虐待」 への対応の仕組み 

（ 東京都福祉保健局： 介護施設を 対象と し た高齢者虐待防止に関する説明会資料よ り 作成）  
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● 
虐
待
に
気
づ
い
た
ら

　

兆
候
に
気
づ
い
た
と
き
は
、
可
能
な
ら
当
事
者
だ
け
で
な
く
近
隣

住
民
、
民
生
委
員
、
訪
問
看
護
師
、
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
、
ホ
ー
ム
ヘ

ル
パ
ー
な
ど
か
ら
で
き
る
だ
け
多
く
の
情
報
を
集
め
る
。

　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
が
高
齢
者
の
権
利
擁
護
の
拠
点
と
位
置

づ
け
ら
れ
た
が
、
そ
の
他
区
市
町
村
、
保
健
所
、
権
利
擁
護
セ
ン
タ
ー

な
ど
が
関
係
機
関
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
機
関
に
通
報
し
、
そ
れ
ぞ
れ

の
虐
待
ケ
ー
ス
に
合
わ
せ
て
、
か
か
わ
り
を
持
つ
メ
ン
バ
ー
や
各
機

関
の
役
割
分
担
を
明
確
に
し
、
対
応
し
て
も
ら
う
よ
う
に
す
る
。

　

通
報
を
、
虐
待
の
エ
ス
カ
レ
ー
ト
に
よ
り
重
大
な
結
果
が
生
じ
る

こ
と
を
未
然
に
予
防
す
る
た
め
の
行
動
と
し
て
捉
え
、
虐
待
者
や
被

虐
待
者
が
良
好
な
関
係
性
を
取
り
戻
せ
る
よ
う
に
支
援
す
る
活
動
と

考
え
た
い
。
も
ち
ろ
ん
、
緊
急
性
が
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
は
、
一

人
で
は
判
断
せ
ず
複
数
の
関
係
者
で
判
断
し
、
緊
急
シ
ョ
ー
ト
ス
テ

イ
、
入
所
、
入
院
な
ど
に
よ
る
避
難
的
対
応
や
、
生
命
に
危
険
が
迫
っ

て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
は
、
警
察
の
関
与
も
仰
ぐ
必
要

が
あ
る
。介
護
者
が
虐
待
を
否
定
し
、
か
つ
関
係
修
復
が
困
難
な
ケ
ー

ス
は
、
老
人
福
祉
法
に
よ
る
対
応
策
を
講
じ
る
必
要
が
あ
り
、
専
門

機
関
と
の
連
携
を
密
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

介
護
施
設
の
設
置
者
は
、
施
設
に
お
け
る
高
齢
者
虐
待
の
防
止
な

ど
の
た
め
の
措
置
や
、
施
設
従
事
者
な
ど
の
研
修
の
実
施
、
苦
情
の

処
理
の
体
制
の
整
備
を
講
ず
る
も
の
と
さ
れ
た
。
高
齢
者
虐
待
の
届

出
や
通
報
や
対
応
の
仕
組
み
は
図
を
参
考
に
さ
れ
た
い
。

● 

守
秘
義
務
と
の
関
係

　

通
報
は
義
務
で
あ
る
か
ら
、
職
業
上
の
守
秘
義
務
に
関
す
る
法
律

上
の
「
正
当
な
理
由
」
に
当
り
、
「
虚
偽
で
あ
る
も
の
及
び
過
失
に

よ
る
も
の
」
で
な
け
れ
ば
免
責
さ
れ
る
。

● 

二
次
感
染
の
予
防
と
多
職
種
に
よ
る
情
報
共
有

　

た
と
え
ば
、
ウ
ィ
ル
ス
性
肝
炎
、
梅
毒
、
結
核
、H

IV

、M
R

S
A

,

疥
癬
な
ど
の
慢
性
感
染
症
、
あ
る
い
は
ノ
ロ
ウ
ィ
ル
ス
や
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
感
染
症
な
ど
感
染
力
の
強
い
急
性
感
染
症
に
罹
患
し
て
い
る

在
宅
療
養
者
を
担
当
す
る
場
合
、
、
医
療
・
介
護
職
自
身
や
他
の
療

養
者
へ
の
二
次
的
な
伝
播
を
防
ぐ
と
い
う
観
点
で
の
対
応
が
必
要
に

な
る
。

5 　

在
宅
医
療
と
感
染
予
防 

　

通
常
、
サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議
な
ど
を
通
じ
て
医
師
、
ケ
ア
マ
ネ

ジ
ャ
ー
、
看
護
師
、
介
護
職
員
は
、
療
養
者
に
関
す
る
情
報
を
共
有

し
て
、
適
切
な
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
行
う
こ
と
が
介
護
保
険
の
理
念
で

あ
る
か
ら
、
本
人
や
医
師
だ
け
が
Ｈ
Ｉ
Ｖ 

な
ど
の
感
染
症
の
事
実

を
知
り
、
ほ
か
の
担
当
者
に
は
伝
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
例
外
的

な
場
合
と
考
え
ら
れ
る
。

　

二
次
感
染
の
リ
ス
ク
管
理
、
進
行
性
の
病
状
へ
の
理
解
や
対
応
、

心
の
ケ
ア
な
ど
、
療
養
者
を
取
り
巻
く
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
と
も
に

解
決
し
て
い
く
た
め
に
も
、
感
染
症
情
報
の
共
有
に
、
本
人
ま
た
は

後
見
の
家
族
の
理
解
を
求
め
る
こ
と
は
、
か
か
り
つ
け
医
の
役
割
と

考
え
ら
れ
る
。　

● 

医
療
者
や
介
護
サ
ー
ビ
ス
担
当
者
の
守
秘
義
務

　

各
職
種
に
守
秘
義
務
が
課
さ
れ
て
お
り
、
次
の
よ
う
な
仕
組
み
で

情
報
保
護
は
担
保
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

①  

本
人
ま
た
は
後
見
の
家
族
が
、
申
請
時
に
情
報
開
示
に
同
意

し
て
い
る
。

　

②  

医
師
、
看
護
師
、
区
市
町
村
職
員
、
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
に
は
、

法
的
な
守
秘
義
務
が
あ
る
。

　

③  

ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
な
ど
は
、
雇
用
者
と
守
秘
条
項
を
含
む
契

約
下
に
従
事
し
て
い
る
。

● 

標
準
予
防
策
（
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
・
プ
リ
コ
ー
シ
ョ
ン
）

　

在
宅
医
療
で
も
、
病
院
や
施
設
な
ど
と
同
様
に
標
準
予
防
策
の
徹

底
に
よ
り
対
応
す
る
。

・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
・
プ
リ
コ
ー
シ
ョ
ン

す
べ
て
の
湿
性
生
体
物
質
は
、
感
染
性
が
あ
る
と
し
て
扱
う

①
血
液
、
②
汗
を
除
く
分
泌
物
、
体
液
、
排
泄
物
、
③
傷
の
あ
る

皮
膚
、
④
粘
膜
な
ど

接
触
せ
ず
、
洗
い
流
し
、
持
ち
出
さ
ず
、
持
ち
込
ま
な
い
が
原
則
。

①
手
洗
い
、
②
手
袋
の
着
用
、
③
そ
の
他
の
防
護
具
の
着
用
、

④
針
刺
し
事
故
対
策
を
通
常
業
務
で
徹
底
す
る
。

　

（
米
国
疾
病
管
理
予
防
セ
ン
タ
ー

：

Ｃ
Ｄ
Ｃ
に
よ
る
）
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ー
ム
ペ
ー
ジ

h
ttp
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k
u
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o
k
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k
y
o
.jp

第四章　 b 在宅医療と 感染予防


